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１. 農場の概要 

繁殖、肥育を含む一貫経営を行っている養豚場で、

豚舎数は２６棟、飼養頭数は約１２，０００～１３，０００

頭を推移している。本農場は山間に立地しており、１

９７０年代以前は一面林地だった。林地造成等を経て、

１９７７年より本敷地で豚の飼育をはじめ、段階的に豚

舎を増築した１）。また、隣接地にあった別農場を購入

後、豚舎を建て直し、現在の１農場 ２６豚舎体制に

至る（図 1）。 

 

図 1 農場の変遷 

 

２. 現状の防疫計画 

１）防疫計画の概要 

農場の防疫計画は、随時更新しているが、令和 5

年度に発出された通知（）に基づき、大規模農場であ

る本農場について、改めて対応計画を策定した。本

対応計画では防疫措置に必要な作業人員等と資機

材、および埋却地に関して記載している。本防疫計

画では防疫措置で発生した汚染物品を 3 つの候補

地に埋却する計画としている。 

 

２）埋却地について 

埋却地としての第 1 選択は農場内未利用地となっ

おり、黄色で囲んだ 2 地点を想定しており、埋却面積

としては計４,０００平方メートル、概ね豚４，０００頭の

埋却処分が可能だが、農場敷地内のみでは全頭の

埋却は、できない状況にある（図２）。 

 

図２ 農場敷地と敷地内埋却地 

 

そこで、農場よりおよそ４ｋｍ離れた自己所有の転

作田２か所について埋却候補地として確保していた、

いずれの地点についても３,０００平方メートル以上の

面積を有し、農場敷地内の埋却地と合わせると全て

の汚染物品を処理できる想定である。 

しかしながら、両候補地については周辺が水田地

帯であり、その所有者に対して埋却地としての利用を

説明できていない状況にある。利用説明を行った場

合についても、所有者の理解が得られることは困難

であることが推測され、埋却地としての実効性が乏し

い状況にある。そのため、新たな埋却地を確保する

必要がある。 

 

３. 埋却地追加確保のための取組み 

１）自己所有林地の活用 

埋却地追加のため、農場隣接の自己所有林地の

活用について検討を進めた。本農場は、水色で囲ん



だ土地およそ、１２万平方メートルを所有しており、赤

で囲んだ衛生管理区域および黄色の埋却候補地以

外については、その大半が林地となっている（図２）。

この林地を活用し、埋却地を追加することができれば、

農場敷地周辺で汚染物品を全て処理することが可能

となる。なお、１万平方メートル以上の整地を伴う場合

は、林地開発に当たるため、まずは開発許可取得か

らすすめる必要があり、家畜保健所としても林地活用

に当たっては支援を行う方針である。 

 

２）遊休農地の活用 

 遊休農地とは、以前まで農地として利用していたも

のの、現在はあまり使っていない土地を指す。遊休農

地は農業委員会によって認定されるため、事務局の

県農業振興部と連携を進め、農業委員会より、遊休

農地の地点情報を入手した。今後、農場近隣の遊休

農地について視察調査を行い、埋却候補地の実効

性について検証を行う予定である。また、農業委員会

は農地所有者の情報も管理しており、今後の調査の

結果、実効性のある土地が見つかれば、農場へその

土地の入手を提案する方針である。 

 

４. 防疫計画の課題と農場分割管理 

１）防疫計画の課題 

本農場は大規模農場であり、防疫措置の負担が

甚大であることが、現在の防疫計画の課題の一つで

ある。防疫措置の負担とは、人員・作業時間の負担、

および農場側の経営的負担を意味する。現在の防

疫計画では 2 班体制で作業計画を組んでおり、防疫

作業完了までに、延べ人数として、県職員５,４００名、

建設業協会１,１００名、自衛隊１,５００名の計８,０００名

程度の人員投入が考えられる(表１)。 

表１ 防疫措置に係る作業人員試算 

 

 

作業時間は殺処分に１４８時間、その後の清掃消毒

に９１時間、計２３９時間を要すると試算している。埋

却に要する時間についても同程度の時間がかかるこ

とを想定しており、防疫措置完了までには、夜間を通

した２４時間体制で、およそ１０日間かかる計算となる。 

 

２）農場分割管理の導入検討 

 防疫措置の負担軽減を目的として、分割管理導入

について本農場と検討を行った。一農場として管理し

ていた形態を、飼養衛生管理基準や防疫指針に従

い、農場を区分して、作業者を専従とした、分割管理

を導入すれば、特定家畜伝染病発生時の殺処分の

範囲を農場毎に限定できる可能性がある 2）。 

 本農場への分割管理導入に際して、元々の一貫農

場（ピンク部分）と増設した肥育豚舎（緑部分）を、青

で示した位置で柵と門扉を設置することで２農場に分

割して管理することを提案した（図３）。 

 



図３ 農場分割管理の導入案 

 

ピンクで囲んだ区画を第１農場、緑で囲んだ区画

を第２農場とした場合、飼養頭数は第 1 農場で繁殖

１，０００頭・肥育４，０００頭の計５，０００頭を、第２農

場では肥育８，０００頭を飼養する２農場に分割するこ

とになる（図３）。また、現状としては事務所棟内でシ

ャワーイン・アウトをして農場へ出入りする動線となっ

ているが、第 2 農場については、農場北西側の門を

入場ゲートとし、その倉庫を増改築することで、シャワ

ー室や休憩室を整備することを提案した（図３）。 

さらに、分割した場合、第 1 農場で生まれた子豚を

第 2 農場へ移動して肥育することが想定されるので、

門扉の両農場側それぞれに動力噴霧器を設置し、

入退場時の車両消毒実施を指導した。 

 

３）農場分割管理導入が実現した場合の利点 

当該農場に分割管理が導入できた場合、発生農

場のみでの殺処分に限局できる可能性があるため、

処分頭数を削減することが期待される。 

これに伴い、農場の経済的損失が削減されるだけ

でなく、防疫措置に係る人員、作業時間、使用埋却

地についても削減することができる。 

また、現状では防疫措置完了までにおよそ10日間

かかる計算だが、分割管理導入が実現すれば、第 1

農場発生の場合６日間、第 2 農場発生の場合４日間

に短縮される試算となる。 

以上のように、農場分割管理が導入できた場合、

防疫措置の負担軽減だけでなく、経営上も利点があ

ることは明らかである。 

 

４）農場分割管理導入に際しての課題 

分割管理導入のための柵や門扉、シャワー室整備

実施について、農場の前向きな見解が得られたため、

令和６年９月に農場の現地確認を行い、分割管理導

入に向けた整備計画について確認を行った。 

その結果、技能実習生が寝泊まりする居住棟 A,B

の２棟が第 1 農場内に所在しており、うち居住棟 B に

ついては第 1 農場敷地内からしか出入りできない作り

となっていることが判明した。 

さらに、農場側から「第 2 農場での業務量が少なく、

従業員の専従が困難」であることの申し出があったた

め、分割管理導入に向けた動きについては現在保留

となっている。 

今後は、従業員数の配分や業務内容を見直し、各

分割農場での専従が実現できる方法を検討していく。

また、特定家畜伝染病が発生し、一方の分割農場が

生産停止した場合の検証を行い、非発生農場で経

営継続できる方法についても検討を進める。 

さらに、渡り廊下を増設する等、技能実習生の居

住エリアと第 1 農場を区分することを指導する。 

 

５．まとめ 

県内最大規模養豚農場で防疫計画を随時更新し

ているが、埋却地の実効性が乏しく、かつ特定家畜

伝染病が発生した場合の防疫措置実施に当たって

は人員・時間ともに負担が大きく、農場の経済的損失

も甚大となる点が課題として挙げられた。 

実効性のある、埋却地を追加するため、自己所有

林地と遊休農地の活用について検討を進めている。 

また、防疫措置の負担軽減を目的として、分割管

理の導入について検討も行っている。 

今後も従業員専従や経営継続について検証し、



分割管理についてさらに検討を深め、防疫体制の整

備を推進する考えである（図４）。 

 

図４ 防疫計画の課題と方策 
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